
健全化判断比率及び資金不足比率

　１　健全化判断比率等の公表等

　平成１９年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。この法律は、

地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて財政の早期

健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための行財政上の措置を講ずるこ

とにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。

　公表するのは、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率

（以下「健全化判断比率」といいます。）の４指標と⑤資金不足比率です。

　２　健全化判断比率等の算定結果

　平成２０年度決算に基づき算定された弥富市の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表の

とおりで、すべて基準を下回っております。

（単位：％）

弥　　富　　市 早期健全化基準 財政再生基準

－

（△4.76）

－

（△6.61）

6.9 25.0 35.0

12.1 350.0

※　実質赤字額、連結実質赤字額がないため「－（該当なし）」で表示し、参考に黒字の比率を（△）で示しています。

（単位：％）

指
標 弥　　富　　市 経営健全化基準

－

（△57.64）

※　資金不足比率がない会計は「－（該当なし）」で表示し、参考に資金剰余の比率を（△）で示しています。
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３ 健全化判断比率等の算定方法等 

 

健全化判断比率 

 実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率の４指標があり

ます。 

 

① 実質赤字比率 

 

 

 

 

 

・実質赤字の額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額） 

・標準財政規模＝標準税収入額等＋普通交付税額＋臨時財政対策債発行可能額 

 

② 連結実質赤字比率 

 

 

 

 

 

・連結実質赤字額＝（一般会計及び公営企業以外の特別会計で生じた実質赤字の合

計額＋公営企業の特別会計で生じた資金の不足額の合計額）－

（一般会計及び公営企業以外の特別会計で生じた実質黒字の

合計額＋公営企業の特別会計で生じた資金の剰余額の合計額） 

 

③ 実質公債費比率 

 

 (地方債の元利償還金＋準元利償還金）－   

（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）実質公債費比率 ＝ 

（３か年平均） 標準財政規模－   

 （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

・準元利償還金＝満期一括償還地方債について、償還期間を３０年とする元金均等

年賦償還とした場合における 1 年当たりの元金償還金相当額＋一

般会計等から特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財

源に充てたと認められるもの＋一部事務組合等への負担金･補助

金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認め

られるもの＋債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるも

の＋一時借入金の利子 

 

一般会計等の実質赤字額 
実質赤字比率 ＝ 

標準財政規模 

連結実質赤字額 
連結実質赤字比率 ＝ 

標準財政規模 



  

④ 将来負担比率 

 

 将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る

基準財政需要額算入見込額） 
将来負担比率 ＝ 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

・将 来 負 担 額＝一般会計等の前年度末における地方債現在高＋債務負担行為に

基づく支出予定額＋一般会計等以外の会計の地方債の元金償還

に充てる一般会計等からの負担等見込額＋組合等の地方債の元

金償還に充てる市からの負担等見込額＋退職手当支給予定額の

うち、一般会計等の負担見込額＋市が設立した一定の法人の負

債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の

額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等

の負担見込額＋連結実質赤字額＋組合等の連結実質赤字額相当

額のうち一般会計等の負担見込額 

・充当可能基金額＝償還額等に充てることができる地方自治法第２４１条の基金 

 

【 早期健全化基準・財政再生基準 】  

   

項    目 早期健全化基準 財政再生基準 

① 実質赤字比率 財政規模に応じ１１．２５％～１５％ ２０％ 

② 連結実質赤字比率 財政規模に応じ１６．２５％～２０％       ４０％ (※) 

③ 実質公債費比率 ２５％ ３５％ 

④ 将来負担比率 ３５０％  

(※) ３年間の経過的な基準が設けられており、平成２０年度・２１年度決算に基づく基準は４０％、

平成２２年度決算に基づく基準は３５％とされている。 

・早期健全化団体・・上記①から④までの指標のうちのいずれかが早期健全化基準

以上の場合は、財政健全化計画を議会の議決を経て定め、速

やかに公表する。 

・財政再生団体・・・上記①から③までの指標のうちのいずれかが財政再生基準以

上の場合は、財政再生計画を議会の議決を経て定め、速やか

に公表する。 

計画が総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧

事業等を除き、地方債の起債ができない。 

 

 



  

 

資金不足比率 

 

資金の不足額 
資金不足比率＝ 

事業の規模 

・資金の不足額(法非適用企業)＝(繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良

費等以外の経費の財源に充てるために起こした地

方債現在高)－解消可能資金不足額 

・事業の規模（法非適用企業）＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相

当する収入の額 

 

 

【 経営健全化基準 】 

 

項    目 経営健全化基準 

① 資金不足比率 ２０％ 

・経営健全化団体・・上記①の指標が経営健全化基準以上の場合は、経営健全化計

画を議会の議決を経て定め、速やかに公表する。 

 



　４　健全化判断比率等の対象

弥富市

　※公営企業会計

 　　ごとに算定

・一般会計

・土地取得特別会計

公
営
企
業
会
計

・国民健康保険特別会計

・老人保健特別会計

・介護保険特別会計
　　(保険事業勘定)

・海部津島土地開発公社

準
元
利
償
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金
の
対
象
会
計

一部事務組合・広域連合

地
方
公
共
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体
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一
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地方公社・第３セクター等

普
通
会
計

(

一
般
会
計
等

)

公
営
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業
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計

・海部南部消防組合

・愛知県後期高齢者医療広域連合

・海部地区休日診療所組合

・海部地区水防事務組合

・海部南部広域事務組合

・介護保険特別会計
　　(サービス事業勘定)

・後期高齢者医療特別会計

・海部地区環境事務組合

・農業集落排水事業特別会計

・愛知県市町村職員退職手当組合

・公共下水道事業特別会計

・海部南部水道企業団
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